
「ワーク・ライフ・バランス」をめぐる論点と

現代の貧困問題
一拙稿〔本誌第97号所収〕コメントに関連して－

荒　岡　作　之

先の拙稿では、人IHjらしい労働と生活を志l■′ける欧州にみる本来のワーク・ライフ・

ハランス（WLB）に比して、わが国のそれは、財押主導の極めて歪曲され制約された

ものであり、絹済同友会提言「W＆Ll」は労働ビッグバン閤72段階」の攻撃的「統

斜ヒ」論としての政策展開であることを論究した。「「W＆Ll吊ま■■WLB岬）新展開か」

及び「WLBの取組と議論は現代日岡問題に止、えているか」の研究報【■】胤論lでの∴点

のコメントは、拙桁への貴重な論点を含む問題提起であると受けとめ、「′1滴の順能り

（Aセン）・「社会的排除」概念等を援用し人権・生存権保障の視点からリプライしている。

しわ「W＆Ll」の＜新しさ＞は、l司提rl公夫の社会・維折的門㌫及びその施矧困紬こ

みることができること。さらに、〔萱）WLBと“新しいn困”研究や取組には重なる部分

も多く、その有意便通刑から発遵保障によるティーセントライフ確立等の－重要施策方

向が示されること、である。WLB（「W＆Ll」含む）と現代賞l朋研究・対策との比

較検討で小境を得たWLB施策月lh」の留意点を改めて提ホする。

日次

Ⅰ　はじめに

TT「W＆LI」は「WLB」の新展開か

Ⅲ「WLB」の取机や議論は喫緊な貧困問題に止、えているか

Ⅳ　現代の矧木丁と関わるWLB施策方向

－おわりにかえて－

Ⅰ　はじめに

WLB推進官民トップ会議での検討をふまえ、2007年12上目こ内閣府「仕
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「ワーク・ライフ・バランス」をめぐる論点と現代の日岡問題（荒岡）

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以下、「WLB憲章」と

略）及び川事と生活の調和推進のための行動指針」（同、「行動指針」）は策

定■〕された。

「WLB避章」で目指す社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感

じながら働き、ft事【の責任を果たすとともに、家庭や地域／巨活などにおいて

も、√育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生きノJが選択・

実現できる社会」2）である。

わが国「WLB」も「仕事」と「／【二活」の調和した社会実現を志向するもの

の、前拙稿で頗調－）したように、」ヒ欧、EUのWLB先進諸国とは異なって

いる。人きな影響力を維持する財界意向を強く押しけはす施策となっている。

資本蓄積に邁進する財界戦略は、「－っの過剰」〔設備、借金、雇用〕解消をR

指した日経連〔現在の日本経団連〕の提言「新時代の『日本的経営山（1995

隼）にみてとれるように、政府による労働法制の「解体的緩和」サポートを得

て90年代、rば以降推進した“労働ビッグバン「第一段階」”4）の攻撃として貝

体的に遂行された。裁景労働制拡大や労働者派遣の自由化、労働時間の弾力化

や女子保護親定の廃止など次々と財界要求の実現をみたが、わが国WLBの特

徴は、WLBの【一台にそうした財界戦略である「働くルールの破壊＝労働ヒッ

グバンが付置づけられている」5）ことである。

「WL B」における「調和」（balance）ないし「両立」概念については、「仕

事」と「生活」との二分法で二律背反・対立的印象を与えており、また、「W

LB」には少了化対策・子育て支援策イメージが依然として弓釦、等の問題が指

摘された。同提案から2年を経て、「什事」と「′t清」との相乗効果〔出入り

口由〕を発揮l】†能とする経済同友会〔代表幹事・桜井正光リコー会長〕提言「21

世紀の新しい働きカ『ワーク＆ライフインテクレーション』を目指して」（2008

咋5ノ」9日）h）が公表された。

新しい同提言や「リーマン・ショック」の影響も加わり、近年、WL Bをめ

ぐる取組や議論は活発である。拙稿〔「ごワーク・ライフ㌧バランス（work－1汀e

balance）」をめぐる新展開」〕の研究報告議論〔及び欠席者からの関連文書発

言〕7）では、租極的で肯定的なコメントとともに、想定外の反論も一部みられた。
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「ワーク・ライフ・バランス」をめぐる論点と現代の貧困問題（矧舶

しかし、イく十分な論旨把握ゆえのそうした反論もWLBの研究整理「留意すべ

き質重な論点を含む問題提起と受けとめリプライする。

議論と関わり留意すべき論点は、次の　つである。

つは、同提言Fワーク＆ライフインテグレーション（Work＆Balance

IntegratlOn）」（「W＆Ll」と略称）は「ワーク・ライフ・バランス（WLB）」

の「新しい展開」か否か、である。これには、「WLB」から「W＆LI」への「移

行」を筆者（紬告者）が確l占1たる基調（本流）とみて、「新しい展開」と評し

ているのではないか、経済IHJ友会提言はそれほど「リーディング」で有力な提

言とは思えない、との合意もある。

さらに一つは、第一の論点とも閲達し、そもそもWLB（「W＆Ll」含む）

の取組や議論は、喫緊な貴国問題解決の「ネグレクト」（ないし「隠れ蓑」）と

なってはいないか、というものである。評佃に伯するWLBの取組事例はごく

一部の限られた介業においてであり、失業・井正規雇用の貧困屑・底辺屑の深

刻な生活実態等に照らしみて牒渦的に過ぎる1（JWLBどころではないので

は」）との批判とリンクしている。そうした　＿つの論点に焦点を合わせ、順次、

検討していく。

II「W＆Li」は「WLB」の新展開か

「WLB」及び「W＆LI」はどちらも、企業の資本舌根・h労働ビッグバン，◆

の財罪意向やその強いユ諾う轡を基調としている。しかし、労働界・有識宵を含む

官民トップ会議の提言「WLBlと経済l司七会単独提言とはその位相寸けも施

策内容も異なっている。掟1「W＆LI」は「死刑的・先導的な力l相性を1廿

の中に提ホすることで佃々の現場で実際の改・やが始まり、結果的に世の小を人

きく動かすことにつながるようなメッセージ」であり、「経営者の『肉声』」で

ある”）、とl‖」友会白身が述べている。改革の「始まり」を期待し捉′jくされた「メッ

セーシ」であり、経営視点の倣い「先㈲l勺・先導的な方向性」と限定ィ、Jけた提

案であるとすれば、提言卜体の期待はともかく、筆ポ（靴；－】者）がWLBをめ

ぐる取糾や議論を－‘「W＆Ll」が主流となってリードしており、それへの「移
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「ワーク・ライフ・バランス」をめくる論点と現代の貧匪1問題（荒岡）

才］」が基本方向（基調）である”と断定しうるはずもないことである。とんだ

筋違いの反論である。とはいえ、展開にみる新しさとは何か、さらには「W＆

LI」は「リーディング」で有力な提言たりうるかについて、再確認作業の

必要を教えてくれている。

「W＆LI」の提示した働き方のモデル変化と関連付けて、WLBをめぐる

新しい展l邪こついて確認しておこう（下図参照）。

図「働らき方」に関わるモデル変化

21世紀型「ワーク＆ライフ　インテクレーション」モデル

川所）榔斉同友会　21Ll配の新しい働き月「ワーク＆ライフインチクレーション」を口桁してユ

（ZOOBイ†5月9口）、27日〔仰し、同IlJ堤「，＝サマリー」国を参考に草者一那加T、修正〕。
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「ワーク・ライフ㌧バランス」をめくる論点と現代の賞困問題（矧洲

前拙稿の追認となるが、経済同友会の現状認識は如）ようなものである。「20

世紀型働き方」は、「占いOS」（「W＆LI」の称する）＝「三相の神器」〔終

身雇用、年功序列、企業内労働組合〕を基本構造とするものであり、20し吐紀

終栂のバブル刷壊段階から行き詰はりをみせた。211咽J初頭まで日本企業は、

それまでの「アプリケーションソフトl〔新や一析採川、lト什呂の伺い込み、

職務無限定、定年退職、家族干1など〕の手直しを．．式みてきたが「ミスマッチ」

で注摘LL「事態はむしろ悪化した」、とみる。

例えば、凶中の「丁罰しモデル」が示すように、資本側は人的資源管叩施策

を■い軸に脱年功化として「成果給」の導入、r役職定年／り期退軌＝鋸削り度

導入や「新卒掛目抑制」、「非Il‥別神山（請約・派遣社員）の制動、「ノー残業

デー」実施〔けプリケーションソフト」〕等に取り机んできた。しかし、日本

経済の地盤は金融と旭川崩頃の遊子Jで沈卜し、「長期ィ、祝のなかで緊急避難的

に実放したコスト削減に偏った成果i二義に対する反発や、Il就職氷河期世代刀、

ワーキンクプアの発1など、むしろ付滞感と社会的不正義の問題を磯成した」鋸

とみる。

そこで経済同左会は、「少J′萬齢化」・「グローバリセーションとIT化」な

どのメガトレンドを見据え、今後の日本の進むべき力rrり＝「競やと成長」に照

応する経営批【、l川）実現に向けてのく2川上紀型の新しい働き方＞「ワーク＆

ライフインテグレーション」（「W＆Ll」）を堤案している。

「統合化」（lntegratlOn）論といえる経営サイドからのF司提言だけに、先の「W

LB」とは趣を曳削こ絹睾［資本番鵜〕視点は格F封こ強く、人的資源管理l勺で攻

撃的性格は鮮明である。19901日後、ドからの労働ビックバンの「第1段階」

は「規制緩和」・「Rlllな「い凱・「民消化」政策を推進したが、それらの1層の

推進強化を臼指す「蘭欄間傲改革の基本万引2007（骨太の方針）rl2007年

6月1911閣議決定」はId「第2殿階」の最勅の只休的方針…といえる。

景気後退局血における労働ビックバンの「第2毀階」のl嘱目は、総人件費

削組こ向け解雇規制解除で止規鹿川を縮小し、安佃で使い僻丁の良い非正規雇

用を潤沢に増軸〔労働日糊の構造変化〕し、世界企業化に伴う輸＝依存型経済

戦略の遂行にある。そのための「新たなOS」が前掲剛こみる「新・二柚の神
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「ワーク・ライフ㌧バランス」をめぐる論点と現代の貧困問題（荒岡）

器」である。すなわち、①従来の「包括的全人格的」労働契約の「就祉」では

なく、職務に基づく個人と会社とのオープンな「イコール・パートナー」契約

としての＜職務・役割主義＞、②流動化で人を待て、人を活かす＜“人財’’‡二

義＞、さらに③多様な人材・ライフスタイル・価値観に合わせた柔軟な働き方

としての＜多様性t義＞の三つである。

コメントに答えるならば、「W＆LI」展開の新しさは、同提言が公表され

た時代背景とその施策内魯とにみることができる。すなわち、「W＆LI」は、

（l）グローバル経済競争に先導された「国家主導彗■jの開発主義」段階への移

子J過程（「新白山主義第2ステージ」）12）の、21†t瑚己初めの労働ビッグバン「第

2段階」という新たな局面で展開されたものであり、さらに、（2）「20ltt紀型

働きノJモデル」からの継続「OS」及び「『手直しモデルrlのけアプリケーショ

ンソフト』」では経済危機・祉会統治危機に対応しきれず、それらのチェンジ

でグレードアップした財界主導型「包摂」の攻撃的戦略・施策、と特徴付けら

れる。

装い新たな同「統合化」論は、経済危機・社会統治危機を反映し、財卯・人

企業サイドからの社会的「統合／包摂」施策を提案し、・屑ダイナミックなイ

デオロギー機能の強化を図っている。

その具体的屈l井】では、「横断的労働法制」・「福利厚′巨、退職金」の見直し、「解

屏ルール」制定、個人単位の成果主義的競争主義〔職務・役等」ベースの人事・

報酬制度〕の遂行なとを過して、労働条件を国際競争力の条件に労働ビッグバ

ンのさらなる推進・強化が目指される。

では、そうした新しい「W＆LI」は「リーディング」で有力な提言たり

うるであろうか。「新たなOS」を用いた新しい演州を同提言はしてはいるが、

国際競争力の維持り強化を口指しており、21し紀型資本蓄積の攻撃的「メッセー

ジ」としての階級的性格はイく変である。「新・▲種の神器」のく職務・役割主

義＞をみても、個人（雇用される側）が「多様な働き方」を自由選択できる可

能性は無きに等しいにもかかわらず、会社との職務・役割に基づく雇用契約が、

白も的かつ対等な関係として進むがことく詰っている。さらには、企業にとっ

て使い勝手のいい戦力づくりの「雇用の流動化」政策をテレワーク等「多様で
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「ワーク・ライフ・バランス」をめぐる論点と現代の貧困問題（荒岡）

柔軟な働き方」として吹聴し、例えば仙産後の職場復帰も可能になるほど「仕

事」イ家庭」がrインテグレート」されスムーズで納得感ある流動作が実現で

きる、と謳っている。しかも、そこでの「多様で恒根の低い雇川条件」は非正

規雇用の処遇格差を強め、卜司からの「能力」評価のみで賃金・労働条件が決

定されることで、労働苫個々人は偶人甲付の成果了▲義的能ノJ†二義的競争に駆り

育てられ、バラバラに分断されることは必至である。こうした「統合化」胞策

推進は、長時間・過粥労働で労動負荷を高め、賃金・労働条件等処遇低卜や生

活因難を労働者・川上封こ押し伸ナ「社会的排除」を鮒ヒすることで労働側との

矛盾をいっそう深化・拡人することになろう。

「新・三種の神器」を用いた同提言は、老若男女、正規・非」に規雇用を問わ

ず全ての労働者・国民を対象化し、深刻な「什事」や「′l活」問題状況を視野

に入れた財界流の社会的「包摂」を展聞してきている。その山、R配りと「先

端的・先導的」な矛盾l馴帥勺な「ソフト」を川意している点で、従来の諸施策

よりは弥縫的「強み」（「有力」さ）を備えているようにみえる。

世論や労働側の反撃に会って「譲歩」し掲げたWLB課題・数他日標の中に

は、労働者、国民のニーズをノ又映したポジティブなものも一部含まれる。「働

き方の見直し」境目についていえば、先の「WLB」では、週労働時間60時

間以上の雇用者割合の半減、年次有袷休暇取得率の100％完全取得、さらに

は男性の台児休業取粋辛くのアップ等を掲げていた。また、掘．i「W＆LI」（「統

合化」）論における「多様な働き方」実現社会の主たる支えは、再編成された「横

割りのハ通ルール」で成る「ハ適基椙法制・SafetyNet」であり、只休化とし

て「同・価植労働同一賃金原H山・r休暇や健康管押義務」・「最低賃令」制等に

も言及している。

こうした施策・要求には国民・「労働者の権利が擁護される」人権・牛存権

保障に根ざした‘‘顔”と「支配層の統治の手段二日譲歩刀の観」li）をみる。ポ

ジティブな施策・要求には、現実の深刻な矛盾や労働側の異議申し立てを反映

してはいるものの、財界主やの人件「介業の資本蓄梢〕内の矛侶「川凋」ビジョ

ンという制約がある。

まさに、新しい「W＆LI」戦略とその屈l榔こは、「封会的包摂」に向けた
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「ワーク・ライフ・バランス」をめぐる論点と現代の貧困問題（荒l明）

財界のネライと今後の基本施策方向が「肉声」で表明されており、新味さを加

え、WLBの取組や議論に有意な影響を与えていることは確かである。しかし、

経†矧司友会21世紀型l司モデルが「WLB」を凌駕し、財界流「包摂」に成功

し本流として展開している訳ではなく、労働の側との矛盾やよ小一八の深化は避け

がたく、従って、「布ノ」な」提言として影響力を持続することは困難である。

Ⅲ「WLB」の取組や議論は喫緊な貧困問題に応えているか

第2のコメントは、そもそもWL B（「W＆Ll」含む）0）取組や議論は、

喫緊な別代貴囲問題解決の「ネグレクト」（ないし「隠れ蓑」）ではないのか、

又はそれに加持することになってはいないか、というものであるl－WLBと“貧

囚’’研究・対策とでは、もとよりその扱う（由接の）対象と方法は異なってい

る。喫緊な「絶対的矧禾l」解決が第一義的であるとの立場からの批判であると

するならば、いささか乱暴に過ぎる。しかし、狭く不卜分な“貧l月’’f甲解とし

てHづけるわけにはいかない。“貧困’’に関わる最近の貴重な研究動向、議論

と無関係ではないからである。

近年、「無縁社会」、「孤旗の同」川が唱伝され、「ワーキング・プア」、「ネッ

トカフェ難民」、「■▲孤独’◆妃」、「貪困死」なと多様で複雑化した－■新しい貧困’’

がメディア上を馳わしている。しかし、貧困打開の取組は、生存・生命に閲わ

る「絶対的矧囲」対策すら依然として「ネグレクト」され、取組の立ち遅れは

川Jちかである。それというのも、「口本政府の姿勢に引きずられ、餓死・病死

の危険、子」き倒れの水準にならないと『貧困』とはみなされず、ホームレスで

さえ救漬して1然の　rl用木ln　責とはみなさない、そうした柚端‖こ賞弱な賞甚」理

解が、日本社会では力をもって」】5）いるからに他ならない。

今日の「腫欲貴本干義」と化した現代資本主義16）の資本蓄積過掛こおいて、

雇用破壊（雇止め・解屈）・′ト活／家族崩塊が進行している。完全失業率は5％

前後と高止まりし、有効求人倍率は過去最低水準（042倍）を′Jミす。派遣・

請負など井止規雇用者（有期・イ＼安定雇用）は急速に拡大し、雇用者に占める

非lE規雇用ポ比率は全休の345％、1775万人にものぼる〔「総務省労働力調
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「ワーク・ライフ㌧バランス」をめくる論点と現代の臼囲問題（矧彫

金詳紬集計（2010年一7～9パ）」〕。若者と女性の実に約半数が年収200ノ丁目

以卜で躍らしている。′活備費受釧町帯は、過去最．筒の144力L蛸と多い（10

年度）0これら一辿の数価〔汽種「調査」結果〕17）は、′ト矧木蘭層の拡大と貧

困からの脱却の遅れを小している。

新しい働き／J「21f什紀型WLBモデル」が捉唱され、同モデル議論が交わ

される今日に、「絶対的矧困」とともに「社会的排除」■机問題が、すなわち人

間的尊慮・平等な機会・働きがいのある人間らしいディーセントワーク（dece。t

work）■リ）から排除された■‘新しい貴因M問題が顕在化しているのである。

‘▲貧困1’についていえば、それが個人的不適止、や性楕・貿矧こ拠るものでは

なく、資本t義の発展が必然的に「資本の蓄積」の対佃こ「矧榊）蓄机」を法

則的に生み目すとのK．マルクスの「贅本音：義的蓄種の一般的法則」（唱本論LU

第24章第4節）2LJ）の．論究はよく知られている。今日の貴本の蓄積／利潤追

求過相で、労働省隅級にはいっそうの人員削減、朔動的荷、労働災ノ書・疾病等

が祉会構造的に生じさせられることは実証的にも支持される。ワーキングプア

や「ネットカフェ雌虻」さらには晶齢者や・人親世イ；拍）貧困等用1対的過剰人

目」問題を含む解明においても削■】できるところである。

第2の論点とのl聞達でいえば、問題は、現代の“貧困’問題とWLB研究・

議論との位椚関係はいかに、ということにある｛）関連する先行研究におけるり1

清∵概念には、多様な定義付けや視点紬がみられた。しかし、“人間らしく′ト

きるLで必要な′Iミ紆’視点からの探究には、やはり、「健康で文化的な腺低限

塵の牛活」〔「11本怖適法」第25集〕が基準となろう（、健康で文化的な、人間

らしく充実したディーセント・ライフ（decentlJfe）を享受するためには、貧

凶からの脱却とともに貪閃防御の施策と取組が必要である。その究極的な解決

には、汽本蓄根を規制しうる新たな社会システムの構築、社会改草を持たなけ

ればならないであろうが、労働権〔第27条〕保障、労働法制等が前進し、国

家に諜されている権利保障義務であるノ巨行橋〔第25条〕保障が連動し砿允す

ることで、貧困打開への基礎的砦件を整備していくことになる‖

また、ディーセント・ライフと対極の矧木lを考察する卜で興味深いのは、ど

のような状態にありたいのか、そしてとのようなことを実現できるのかという
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「ヮーク・ライフ・バランス」をめくる論点と現代の賞困問題（荒㈹）

「生活の『機能』」概念を提示し、その欠如・排除された状態を‘‘貧困”と捉え

展開するアマルティア・センの論考22）である。

A・センの「生活のけ機能「リ」概念に着日する金澤誠一は、最低限必要な「▲

活の．J機阻・」達成可能性／機会の剥奪状態を“貧困’●と捉えた上で、“貧困◆’

を防ぐためのナショナル・ミニマムの基軸となる包括的で総合的な最低所得保

障の必射ゾ1について示唆に富む論及をしている23㌔

貧困打開には、「健康」（生存・生命の安合、良好な健康状態）で、「文化的」（読

み書き能力、祉会生活への参加、自尊心保持）な「生活の『機能山の達成が

重要となるが、その場合は達成「手段」や社会的条flが問われることになる。個々

人の「／巨活の　ノ機能J」達成可能性については、A・センによれば「肘・所得」

×「変換率（人間存在の多様性）」であり、財・所得とともに個人の変換能力

の差足、「潜／l能力」24）が人きく影響することになる。個々人の存†1＿多様仲ゆ

えに「潜在能力」の水準もその具体的奪われ方も個別で多様なものとなる。

さらにまた、‘‘貧困’’＝「生活のl「機能』」達成の潜在能力欠如とは、湯浅誠

の煮詰めた表現を借りれば「“溜め，’のない状態」25）のことである。氏は、お

金に事欠き「金銭的な溜め」のない、頻れる・相談できる仲間や知人など「人

間関係の溜め」のない、生きる希望ももてず・不安感にさいなまれ「精神的な

溜め」のない状態を“矧木】”とみている。

こうした「′l活のU機能』」や「“潤め’’」の概念との関連から現代▲■貧困”

問題研究／対策を捉えると、人間らしいTl事と／仁清を志向する本来のWLBの

取組や議論はもとよりわが国の場合も貧困問題と有意な関連性のあることがわ

かる。WLBも矧木】対比、もとちらも企業の資本蓄積で法則的に社会構造的にも

たらされたこl人態／「結果」を捉えてのものだからである。「W＆LI」も、「′Ⅰ

活の質を上げ、充実感と幸福感を得る」狛取組を表明しているように、「見え

る化」の進んだ現代矧木l間題と無関係に展開されてきたわけではない。少子化・

女性対策からスタートした日本のWLBをめぐる取組と議論は、「絶対的貧困」

よりもむしろ広く●■新しい貧困”研究・対策に接近し、重なり合いながら進行

してきたといえる。

財界÷導の“甥働ビックバン’’の推進過粒で雇用の劣化や祉会保障の空洞化
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「ワーク・ライフ・バランス」をめくる論点と現代の日岡問題（荒岡）

が進行し、「社会的排除」／い溜め’1のない状態」を社会構造的にノEんだので

あり、その結果への財界流「也摂」・危機対応としてrWLB」及び「W＆L T」

が策定されたというイ潤関係にある。すなわち、「WLB」・「W＆Ll」提唱

の社会・縫卿勺甘抽こは、「′仁清のl「機阻1」が排除され、構造的に深化・拡大

された貧困問題への図1亡、労働者の怒りやィ、満の高まりがあり、経営サイドの

社会的「統合／包摂」の緊要件があるといえる。「WLB迷妄串」では、「WLB」

社会の実現をみなければ、「才女が川の社会を持続可能で碓かなものとする」27）

ことはできない、と強い危機意識を衣lMしている。

それゆえに、「W＆Ll」においても経営視点から、「イ⊥卦′日石メ叉方の充実」・

「“人朋’◆の範まる魅力ある介業を造る12日）（傍点筆書）と公古し、現代人の心

理や希渾化した関係性に共振し馴染む「メッセージ」を新「アプリケーション」

に込めている。そこに労働者・l互民の「生活のL・機敵」達成への「要求」頃

日（ポジティブな施策の「竃イZく」）をみるからこそ弥縫策としての効果「期待」

が生まれるのである。し廷論や労働側の反間こあって拗げたポジティブな施策は

求明日・数値目標〕が含まれているとすれば、前桁でも指摘したように、WL

B取組〔一部の先進弔例を合む〕や議論を全否定する「楽観的に過ぎる」（「W

LBところではない」）との言説は危ういものである。憲法・労働基準法等の

法榔こ則り、本来政府と人企業の社会的責任において達成すべきポジティブな

l吋数値目標であり、その実現への取組・関与と跡雛を閃くならば、彼らの「ネ

グレクト」やサボタージュを看過し「加抑」することになるからである。

「WLB」・rW＆LI」をめぐる取机や政策における喫緊な貧困解決0）「ネ

グレクト」や「隠れ蓑」化の是認やそれへの誘いは、「支配朋の統治の手段＝∪譲

歩』」として企業サイドの危険な什掛け・戦略でありイデオロギーである。わ

が国のWLBの取組や議論には政府からも」ヒ欧等諸国の先進事例が紹介・審議

され、施策卜に一部採用されてもいる。そうした「WLB」・「W＆LI」を

めぐる取組や政策方向が、現代の貧困研究・対策とも切り紙ひ仰1交流を強め

ている。資本に取り組まれ「包摂」されることのない取糾や研究こそが求めら

れるのである。まさに什事＝′H舌卜が、ディーセントライフ実現への“溜めM

のある状態回復・創出と財界・人企業側の「封会的包摂J／「統合化」施策と
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Iワーク・ライフ・バランス」をめぐる論点と現代の貧困問題（荒岡）

のせめぎ合いの場となっているのである。

Ⅳ　貧困問題に関わるWLB施策方向
－おわりにかえて一

労働ビッグバン「第2段階」の推進が、まさに、「“潤め■◆のない状態」「社

会的排除」を汲成させたのであり「W＆Ll」の新展開を必要とした。現代

の貧困問題を是止し、ディーセント・ライフ実規政策上で留意すべき1要点は

何か。WLBをめぐる論点の検討で明示された留意点を指摘したい。

先ず第1は、4＿活の社会化に見合う「生活の『機能』」達成への所得保障の

格別仲についてである。「NPO法人　自立生活サポートセンター・もやい」

や「ビックイッシュー基金」等の取組や報告は、「絶対的貧困」屑はいうまで

もなく周辺的lI兢労働者をも含む悲惨な「あってはならない状態目測）の広が

りを教えている。多くの生活財をはじめ商品として市場経済に依存する現代生

活は一層の社会化を遂げている。社会化する生活は商占占化・市場化に飲みこま

れており、健康で文化的な‘■普通の生活”を維持するには生活需要を高めざる

をえない。現代／l活において金銭の“溜め’’、安定した賃金確保は格別に重要

な意味を持っている。

先の「WL B憲章」・同「行動指劇」策定にも参画したH本労働組合連合会（迎

合）は、「∪働くことを軸とする安心社会月にむけて－わが国が口指すべき社会

像の提言－」（2010年12月）を発表した。「働くこと」が「／仁清」や社会の

仕組みを支え、形づくる際の軸になると捉え、働くことに最も価値を置き、人

間的で誇りのもてる働く機会提倶の意義を表明している30㌔「W＆Ll」に

おける「仕事」概念は「統合化」論上で溶解されかねないが、普通の国民・労

働者は「仕事」（＝「働くこと」）で「財・所得」を得るし「金銭的な“溜め’’」

を作る。A・センの語る「／仁清の『機能皿達成の可能性は「朗・所得」×「変

換率（人間存在の多様性）」であるが、「肘・所得」＝「金銭的な“溜め”」の

多寡が′t▲清の質を決めると考えるのが自然である。働いたら人並みの▲■まとも

な暮らし”が送れる賃金硝保は権利保障〔憲法第27条〕であり、／ト活基盤の
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「ワーク・ライフ・バランス」をめぐる論点と現代の貧困問題（荒岡）

基本的基礎的要作をなすものである。最低限必要な性情の質」保障のために

は、安定雇用による良質な「什事」（職場環境）保障が月l要である。

さらにまた、たとえ「仕弔」環境が良好であったとしても、生活の社会化の

進行した刊lでは、教育、住宅、医療などの基礎的社会サービス聞物給付〕

面で資源不足であれば出鷺は旨■吉み、「生活のIJ「機能し■」」は脆弱なものとなる。従っ

て、生活保護、基礎的社会サービスの普遍的な所得保障である「へ－シック．

インカム」の実効的拡充やナショナル・ミニマム機能の再構築のあり力が問わ

れる3日のである0安心して罠らしていける生活基解構築には、「什博＝′1滴」

全休を包拓する総合的で充実した社会保障システム擁立が払本課題となるが、

何よりも安定した所得保障がへ－スになるということである。

次いで第2は、イ言頗ベースでの関係性32）再構築の重要性についてである。
‘ツナ働ビッグバン■’の新展開過程では、少√．笥齢化、核家族化、さらにコミュ

ニティの崩壊等を一層促進し「人間関係の溜め」の欠如をもたらした。従来、

血縁・地縁が担っていた八回的互助的機能も資本蓄積過程ですっかり後退し、

「解体」してきている。地域共l司休の衰退とともに各人が穏やかに居られる堪

点たる“居場所∵を欠き、閲係件の市緑化は“無敵’牝をも生んでいる。職場

や家族や地域での「居場所」・「性きる場」】の解体の問題」畑はまさに「生活

のr機能』」欠如／排除状態そのものである。

競争i二義を排し自己碓訊∩∫能な信頼ベースの関係性構築には、あらゆる生活

領域での自己呂定感の持てる帰属の承認された「㍍場所」・「′tきる場」が必

要である。「包摂の多様な基点と帰属証明」－4）となる「居場所l・「′lきる場」

が活力源となって、剛王（‖民卜労働者個々人の属性を超えた新しい柔軟で

多様な自主的、憲法第25条を実質化する取組が起こるであろう。脚こ反貧囲

ネットワークやボランティア活動等はじめそれらを基点とする先進的取組諸事

例jS）も生まれている。そのことは企業の資本蓄榔〕い大パワーへのささやか

でも確かな抵抗的陣地・パワー形成の道筋の例証である。これは、「自己甜1」

や能力i二義的競争1一義を強いられる必要のない、信輔をへ←スにした共同と連

帯の人権・′L存権伽箪基準による′仁清基盤ノ夫現の力向である。矧木川可題のfJ閲

とディーセントライフ実現のためには、川同と連帯で人々を信頼ベースで耕
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「ヮーク・ライフ・バランス」をめぐる論点と現代の貧困糊題（荒抑）

び付ける「居場所」（基点）づくりと仲問い緑”や多様なネットワーク（関係一円）

の再構築は緊要課題なのである。

さらに第3は、「R助・互助」・「自己責任」論イデオロギー克服とも関わる

政策力向上の発達保障の課題と運動の意義についてである。これには懸念され

る政策方向がみてとれる。

「什I拝」と「／巨活」との深刻な「不調和（1mbalance）」や生きつらさに直血

し、多くの別代人は、「この状況／生活を招いたのは『自分だ』」との「白山‘i

仕」呪縛や「。帝念」から逃れることが出来ないでいる。「白J責什」論は国民

一人ひとりを分断するイデオロギーとして使われており、汀専感情を失うなど

で「精神的溜め」を縮小し、うつ病・メンタルヘルス不全者さらには白拙者を

も増加させている。

現代の複雑で深刻化した貧困問題を考えると、生活擁護・防衛施策に留まら

ず、′巨きがい、「】尊心を持つ人間としての発達で支えられ、人間らしい豊かな

ティーセント・ライフ実現への自己確証が必要である。すなわち主権者・権利

獲得の主体としての自己実現・人間発達36）の課題と運動が求められているこ

とである。発達保障の筋道には、貧困研究や取組での知見、人権・′巨存権（農

本的人権）保障の視点から信梅と安心できる‘‘居場所■に在って、仲間との学

習（労働・生活権等）や運動を適して白山罠任論イデオロギーの浸透を防ぎ、

資本側に対抗しうるパワーを作ることである。その成功体験を重ねることで、

日分を支えるアイデンティティの確保・維持可能性を高め「精神的溜め」は人

きく強靭なものとなる。

旧し、主権者・権利主体からの「精神的潤め」再構築、運動側の社会的包摂

施策力l句には留意すべきことがある。圭射仁、「自助・行助」の什約みを押し山

す方向と関連し、祉会サービスの運営主体を「新しい公共」〔民間企業、NPO、

協同組合など〕が代替し、市場化、民間委託化を進める動きがある。さらに「ワー

クフェア（workfare）」政策には、労働の質や劣悪な労働環境そのものを問う

視点の希薄さ37）があり、危倶される。

「新しい公ハ」の場合は、ネi会保障の「公助」（国家責任）を後退させ企業戦

略に組み込まれ、祉会的弱者を民間委託事業の利潤追求のターゲット（餌食）
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「ワーク・ライフ・バランス」をめくる．．晶J】気と甜代の貢同問題（矧棚

とするからである。また、「ワークフェア」政策では職業訓練・職業能ノ」養成

の意義を認めた上で「イ1弔」への参加を．誘っている。複合1勺な問題を抱えた諸

個人の存在多様性に鑑みパーソナルでけ寧な指導」は抑奨さるべきである。

であるとしても、ただ職に就けば「排除」が附i■ほれた．沢ではない。例えば、

割ヒした職場労働やいじめ体験を持つ当日楢に労働による「H、【／」を求め〔労

働参加の「強要」」、ましてや就労忌避にペナルティを課すアメリカ型政策を実

行するとしたら問題は溌刻である。彼らへの」中音性r配慮」が茂って「精神

的溜め」を縮小し、二次、‾次の「ネ†会的排除」をもたらすことで労働忌避の

国定化に盤がりかねないJ r職」への誘導・眠め込みl榊対応ではなく、複合的

な問題を抱えた諸個人の人権・生存権保障及び白己実現・人l甘発達の軌－、ミから

の対症、が必要なのである。

以13点の、拙稿コメントへのリプライで確認された留意点をWLB励策万

両こふまえることで、▲‘労働ヒックバン◆’「第2段階」の財界戦略毘訂W＆Ll」

の新しさに適止、しうる労働側のWLB研究と取組、社会的包摂への確かな手掛

かりを得ることになろう。信頼と共感に拠る「居場所」川馴係性の再椚築と人権・

生存権及び発達保障の版削とが棚伐って動力となり酎ヒされていく過和におい

て、本束のWL郎【会での「里清の∵機能』」・ディーセントライフ達成に向

けた‘‘テ留め’’の潤沢な′f活への埴礎的条件成熟を実感するにちがいない。

注

目「什事とノ＝舟♂胡和（ワーク・ライフ・ハランス）掛，・」及ひ「化・」［と′l獅〕ぷ綱目

推進のための行動指劇」2007日12日18日、h〔tp／／www8caogoJP′W】b／〔harte－／

Charterhtm］参黒。それらの制定には「了ともと‘豪族を），L、揺するIl本日重点戦略検

討会日加）「順点戦略に仙ナての基本的考えノ封について」・用珊措（l司年6Jjl

H）や内剛車）舛反共l司参l山l会日か什小と′i二溝の調和（WLB）にl封する珊■り調査会

の「rワーク・ライフ・ハランスIl相進州法本的力向裾卜多様性を尊重し仕邪と

生活が好循環を生む社会に仙ナて」（l口年7日）等州姓l適織目が脳裡を与えている。

2）注1）「WLB憲ロ」〔イ上郡と′l清の調和が実現したネ】加）要〕での定裁衣払

3）拙稿「「ワーク・ライフ・′くランスlをめくる新捌槻－W－しのl・J誹膵Il（Balance）」・と略充

合化（lnt巧ratlOn）llに関辿して」大阪鮒翻科人′学論某日冴；95り。
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「ワーク・ライフ㌧バランス」をめぐる論点と現代の貧困問題（荒岡）

4）牧野富夫は、そうした「雇用新戦略の推進を目的とした労働法制の＜解体的緩和＞

を、『労働ビッグハン』」と定義している。牧野富夫・村上英吾編著『格差と貧困が

わかる20講』明石書店、2008年、4白。

5）WLB推進を先導する縫済財政謂開会。義・労働市場改甲軍門．捕食会には、財界代表

（御手洗冨巨人梓川辿会長笥）の重鎮が居る。牧野雷夫編著F男働ビッグバンーこ

れ以日、使い捨てにされていいのかJ新日本出版社、2007年、及びIll野麻美川明

働ビッグバン」構想」叩界』岩波書店、2007年3月、参照。

6）経済同友会提言『21世紀の新しい働き方「ワーク＆ライフ　インテクレーショ

ン」を目指して』（2008年5月9日）http／／wwwdoyukalOrJP／pollCyPrOPOSals／

artlCles／2008／080509ahtml参照。同提言の作成推進用休は、「21押紀の馴軌l職

と働き方要目会」（委11良・有蟻利男富士ゼロックス取締毀相談板）である。

7）私の研究報；1，（現代／l活問題研究会、2010年3月27日）の1．星となったのはい3）

の拙稿である。採用した2論点は当日の有益な議論・コメントとそれに重なる後日

の同人通ィ．三上の文か発占からのものである。

8）注6）のIr提こ』1頁。

9）同l、2上：1。

10）【企業程営の視点－4つのねらい」として、「新たな労働力の発掘・活用」「総合的

なノi▲推作のrJ－JlJ「働く人の1拝せの実現」「11本岡有の価値」を挙げている。日6）、

11［ユ、参ナ軋

11）胤日宏「「づチ働ビックバンlで何がおきるか」牧野揖夫編著『労働ビッグバンーこ

れ以仁、使い捨てにされていいのか「巨新日本出版社、2007年及び藤口宏「どう考

えるワークライフバランス論」『男働総研クオータリー」」No67、労働運動総合研究

所、2007年を参照されたい。

12）児美川孝　郎「rり‘－者日立・挑戦プラン』以降の若者支援策の動向と．課題　キャリ

ア数百政策を仲兄、に」『11本労働研究雑．歳月No602、17乱　その粁徴は、「第2ス

テージ桁l′Hll†義の構造的ジレンマ」ゆえ「1腰のひけた”政策屈附1（20日）となっ

たと指摘している。

13）社会保障を捉えたものではあるが、社会保障の基礎である階級「某日系から「‾‾つの顔」

に論究している。真Il促目礼会保障と引会改革りかもがわ＝版、2005イ1、160乱。

14）捌日新l貴Iが特≠三言己事「孤族の【上1第1邦男たち」を7日間適職（2010年二12月26

Hト2011旬　日17H）し、令世相の17帥こ迫る単身担一帯の現実態を捉え話題を呼

んだ。

15）後藤道夫「構造改隼が隼んだ賞肘と新しい福祉同家の構想」渡辺治・一宮厚美・岡

l廿畑づム・後藤通人Il新自l廿け鹿か新福祉国家か一民下党政柿卜の日本の了】力11旬報社、
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「ワーク・ライフりくランス」をめくる論点上現代の貴困問題（矧鵜

2009年刊、320－321軋

16）森岡草一は、同ネーミンクで労働と消費の視点から、現代資本主義の「瓜代性」と「多

面性」を明らかにしている0森岡孝一　強秋の資本　義の仲代とその終創桜井．－‡

店、2010年。

17）総務庁r‾労働力調査（詳細鮎†）」、厚′仁労働省「派遣労働者実態調査」（2009年）・

け2010勾二片柳ノ牛労働∩雷』等、参軋

18）同機念を、「路1ホームレス」や「ネットカフェ雉艮」等にみるように、雇用だけ

でなく家庭、教育、福祉、地域社会、医療体制等などの「複合り題」として捉えて

いる。岩出正美『社会的排除一参加の欠如・ィ、棚かな帰帰l．有斐胤、2008句二。

19）ILOが1999年に掲げたディーセントワーク（decen【work）を「張本的人権」と

関連付けて捉える幽谷敏によれは、その条イ′＝二して、安定的扉用・公■l一かつi臥lな

処遇・人間らしい働き方が指摘されているU幽谷敏l人権としてのディーセント・ワー

ク　働きがいび）ある人間らしい化「剛旬報社、2011咋、参照〔，

20）負本論翻訳委u会紳曽木胤動蘭1部第3草、附1本出版社、1983叶，Marx，K（1867）

かα5g叩〟α柑dl，DletZVer】ag。この法則が「JJの柚における富の番机は、同時に、

その対極における、‥・≡日岡、ヅ；働昔、奴隷状態、プ！柏l、野射ヒ、および道徳的堕

落の蓄租」（1108上■l）を必然的にもたらすことに論究。

21）「4つの射勘〔「職業生活」＋「家庭生活」＋「社会′l活」十「自分′ly．1」〕（4L）

における多様なH己突現欲求・成長欲求を・重視している。渡辺峻rHRM研究の観

点からみたワーク・ライフ・ハランス1一削働政策研究・冊葦機椛l「H本労働研究雑誌』

No599、2010年6H、33良，一方働政策別称研修機構編．1プロシェクト研究シリー

スNo7　廿里と′l清一体系的両〟友接の構築に向けて・l（独）労働政簾研究・研

修機構、2007年、本間照光イ川邦彦・松尾宰　▲・加俸光‥ィ，畑良太郎」l掛椚

化する男働と′仁山（日本経済評論社、2006年）等がある。

ZZ）′日活の「機能」概念とセンの論．脱については、アマルティア・センL不平等の再

検討一潜在能力とl’仙l（池本牽隼・野l肘卜佐勝仁淵、H波．t挿、1999年，

Sen．ATnartya（1992）てnequalLtVReexammed”，OxfordaHheCLarendonPress

参照。

23）ホ境に1－すむ論考である。令渾誠l現代口本の日岡と最低埼金制町息嵐」Hノ輔作

者会議T日本の科学者IVo145No52010年5H、19－20頁、及ひ金澤誠一編著町現

代の日岡」とナショナルミニマム日．11．出川版、2009年、参軋

24）同上訳書、173良。

25）雨宮処か軋り持志・宵本人郎・rtln二郎・湯は誠l「脱「∬困」への政敵IH波ブッ

クレット、Nn754、2009年、24頁、第1部「パネルテイスカッション」車の湯
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「ワーク・ライフ・バランス」をめくる論点と現代の臼≠附．」題（荒岡）

は氏の光〔し、湯伐誠十応用朴－「すへり自利会」からの胴州．1岩波新，lF、2008勺ゥ

26）汁6）の14托。その夫効性を得るためにも、l・1】1亡統合と‘友定的社会秋作糾榊）卜

でも、旧劇紳）裏イ・Jけは十・イ欠である。二日保夫は、政府は迎動側の日力で、介業へ

の規制を低め、人企業や人貴腐家・1tl裕斥引こ社会ノ1三活保障闇址費川の応溌甘膵1を求

めざるを得ないことに論及している。「L県別司時ィ、況と新白由主義の転換」注15）

裾即丹22。

27）注l）rWLB避章」における川の役割（3）部分でのよ現。

28）汀6）掟．．「十一歳5」（28山）等、参！軋

29）‡■川IlI美」現代の門囲一一ワーキンク・プア／ホームレス／／H．1他動　ちくまFl†瓜

2007くl、10貢。さらには、NPOテ去人H、’／′l抑ナポートセンタ一・もやい；■世業

梢告．11（2009～2010勺一度版）J及び∬困研究会編陀困研究Ivoll、2、3、明

石で店イ軋

30日1本淵鋸11合連合会第59日中火委員会採択（2010年12上121日の「祝言」である。

h〔tp／／wwwJtuC－rengOOrJP／kurashL／anshln＿Shakal／chapterO2htm】lll］nlrlO）「第

2■羊」■l相打甘分、参貝くま。

31）小沢伯鋸Jl福神社会と封会保障改堆－へ－シック・インカム構想の新地、1′l■‖紺

版、2002イl及びナショナル・ミニマムについては1‘はい岡部卜杉村編l公的扶助論」

ミネルヴァイ1房、2007年及び注23）金将論文が参考となる。

32）注25）lIHLr処J票他前掲パ第2都、47軋「パネルディスカッション」中に申．鳥持

ノよ、の川いた言葉である。

33）日日、26山。ノJ′†本太郎氏の発．．。

34）ポスト福紬上l家統治戦略の只象としてし．論究している。7118）の岩lIl著、166－174L’l。

35）7129）他、一j′都H健児・陽消滅編†反モミ因の学軋l明石書店、2008年、′iJ都宮健児・

猪俣lL・混沌誠編「コもうカマンできない†広がる臼困一人間らしい′l活の巾′トを

求めて　明石告店、2007年での組介及び飯．持裕r／ビックイッシュー基金Irルポ

苦宥ホームレス］筑摩月日プ、2011年、第4・芋での取机事例筈にみる。

36）人聞発通に†朴する凡慮経漬科学研究所の　一辿の研冊立果がある。張礎経済科？研究

所編J時代はまるで資本論一得関と発達を問う令10日精‖昭和翌、2009年、池日中

＿仰■JJ美編lJ人間発達と公共性の経済′プリ．桜井．lf店、2009叩、等。

37）「禍礼から労働へ（welraretowork）」政策を含む就労支援のあり方への深い洞祭、

検討である。加味嘉吏「刷l卜失業対策のr川題点と新たな就労の可能伴」lホーム

レスとネ1会I vo13、朋イ1－【盲情、ZOlO句10日（11－14貞）を参照されたい。


